
 

三里まちづくり協議会 組織図 (案) 

 

 
【総会】 

  

  

【運営委員会】 
  

  

【部会】 
  

  

《役員》 

 ・会長      ・副会長(２名)      ・事務局長 

・会計      ・部会長(3 名)      (監事を除く) 

《代議員》 

 

 

 

 

 

・協議会を構成する団体等から推薦された者 

《相談役》 

 

・三里地区で活動する各種団体、事業所等及び構成員より選出された者 

《構成員》 
 ・地区内に居住する者 

・地区内で活動する各種団体等に属する者 

・地区内で事業を営む者又は地区内に在する事業所に勤務する者 

・その他会長が必要と認める者 

＊総会を傍聴することができる。総会においては議決権は有しないが、意見等を述べることはできる。 

《役員》 

 ・会長      ・副会長(２名)      ・事務局長 

・会計      ・部会長(3 名)  

＊通常総会(年 1回)、臨時総会(会長が必要と認めたとき) 

＊会長が必要に応じて招集 

＊部会長が必要に応じて招集 

監事 

○○部会 ○○部会 ○○部会 

① まちづくり計画の策定や見直し 

② 規約の制定及び改正 

③ 事業計画及び事業報告 

④ 収支予算及び収支決算 

⑤ 役員の選任及び解任 

⑥ その他重要事項に関することを審議 

総会に付議する事項及び協議会の運営に関する事項を審議決定 

総会で決定された方針に基づき事業を実施 

事務局 

＋ 
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